
　市では毎年、職員に支給している給与・職員数・採用試験実施
状況など、人事行政の運営状況について、その概要を市民のみなさ
んにお知らせしています。
　問　職員課（☎235・4502）。

広 報 え び な

広報えびな録音版　障がい者手帳（視覚）をお持ちのご希望の方にお送りします。　問　市社会福祉協議会（☎235・0220）。
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人事行政の状況人事行政の状況人事行政の状況

１　職員数および職員の採用等に関する状況

○部門別職員数の状況と主な増減理由

１　職員数は一般職に属する職員数
　 地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、臨時または非常勤職員を除きま す（教育長は職員数
　 から除いています）
２　（　）内は、再任用短時間勤務職員です。職員数には含みません
３　一般行政部門とは、教育部門、消防部門および公営企業等会計部門以外の部門です
　  公営企業等会計部門とは、下水道等の部門です
４　[　]内は、条例定数の合計です

（注）

１　採用は、採用試験実施の翌年度となります
２　（　）内は18年度の実施状況です

（注）

区　　分
部　　門 主な増減理由
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各種納税証明書交付事務の一部統合

保育業務の充実

清掃業務・し尿収集業務の見直し

農政業務の充実

工業業務の充実

国県事業・都市政策業務等の見直し

〈参考〉人口 1万人当たり職員数 41.53 人

機構改革に伴う、教育委員会の見直し

消防業務の充実

〈参考〉人口 1万人当たり職員数 60.69 人

下水道業務の見直し

国保業務の充実

〈参考〉人口 1万人当たり職員数 64.21 人

一般事務職【上級】

一般事務職【初級】

保健師【中級】

保育士【中級】

消防職【上級】

消防職【初級】

技術職【上級】電気

技術職【上級】土木

　　合　計

職　種 受験者数 1次試験
合格者数

2次試験
合格者数

3次試験
合格者数

4次試験
合格者数

5次試験
合格者数

採用
辞退数 採用数

○平成１９年度採用試験の実施状況
職員の採用は、退職者の状況などに応じて募集する職種を検討し、実施しています。

総務
税務

民生

衛生
農林水産

商工
土木
計

２　職員給与の状況
◇職員給与費の状況

◇職員の平均給料月額、平均給与月額および平均年齢の状況

◇職員の初任給の状況　

職員給与費とは、職員に支給する給与の総額をいいます。
給与には、給料（基本給）のほか、毎月決まって支給している手当（地域手当、住居手当な
ど）と実績に応じて支給している手当（時間外勤務手当、特殊勤務手当など）および民間
のボーナスにあたる期末・勤勉手当が含まれます。

１　職員手当には退職手当を含みません
２　職員数は、19年4月1日現在の人数です（教育長は除いています）
３　（　）内は、再任用短時間勤務職員数です。職員数には含みません
４　育児休業者等については、人数に含みません

（注）

平均給与月額（国ベース）は、国家公務員の平均給与月額の算定方法により算出した額で、通勤・時間外勤務、特殊勤
務の各手当を含みません。通勤・時間外勤務・特殊勤務の各手当を含めた、市の平均給与月額は、①一般行政職
472,597 円／②技能労務職 364,093 円です

（注）

職員数

Ａ ( 人 ) 給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計　Ｂ
3,208,927 千円774 （6） 1,004,989 千円 1,454,611 千円 5,668,527 千円 7,324 千円

1人当たり
給与費
Ｂ／Ａ

給　　　　与　　　　費

区　分
一般行政職 技能労務職

区　分

海老名市

一般行政職

350,300 円
325,113 円

428,241 円

181,200 円

149,800 円 140,000 円

387,506 円
43.3 歳
41.1 歳

301,800 円
284,679 円

356,545 円
320,623 円

47.3 歳
48.9 歳

海老名市

国

国

（平成 19年度一般会計決算）

（平成 20年 4月1日現在）

（平成 20年 4月1日現在）

平均給料月額 平均年齢平均給与月額
（国ベース） 平均給料月額 平均年齢平均給与月額

（国ベース）

大学卒

高校卒

Ⅰ種 181,200 円　　Ⅱ種 172,200 円

◇特別職等の報酬等の状況　

退職手当の【１期の手当額】は、4月1日現在の給料月額および支給率に基づき、1期（4年＝48月）勤めた
場合における退職手当の見込額です

（注）

給　料
市　長
副市長
教育長

報　酬
議　長
副議長
議　員

期末手当
市長

副市長・教育長・
議長・副議長・議員

退職手当
市　長
副市長
教育長

区　分 給　料　月　額　等

（平成 20年 4月1日現在）

930,000 円
746,000 円
700,000 円
536,000 円
451,000 円
422,000 円

加算措置　　20％

（19年度支給割合）
4.35月

（930,000×在職月数×41.25/100・任期ごと）
（746,000×在職月数×25/100・任期ごと）
（700,000×在職月数×20/100・任期ごと）

【１期の手当額】（ ）内は算定方式・支給時期
18,414,000 円
8,952,000 円
6,720,000 円

◇職員手当の状況◇一般行政職の
　　　　級別職員数の状況

（　）内は、再任用職員に係る支給割合です（注）

職員手当のうち、期末勤勉手当の状況についてお知らせします。その
他の手当についてはお問い合わせください（市ホームページも参照し
てください）。

海老名市
１人当たり平均支給額 1,857 千円

国
（平成 19年度）

̶

期末手当 勤勉手当

3.0月（1.6月） 1.5月（0.8月）

期末手当 勤勉手当

3.0月（1.6月）1.455月（0.75月）
〔加算措置の状況〕
職制上の段階、職務の級等による
加算措置
・役職加算　 5％～20％

〔加算措置の状況〕
職制上の段階、職務の級等による
加算措置
・役職加算　　 5％～20％
・管理職加算　15％～25％

１　退職手当の1人当たり平均支給額は、19年度に退職した職員に支給された平均額です
２　退職手当は基本額（退職時給料月額×退職理由・勤続年数別支給率）＋調整額です
３　調整額は、在職中の職員区分に応じて定められた調整月額を60月分合計したものです
　  ※計算例（海老名市）
　　　　　　例1　在職中、部長期間60月の場合　41,700円×60月＝2,502,000円
　　　　　　例2　在職中、課長期間60月の場合　33,350円×60月＝2,001,000円

（注）

区　分 海老名市

な　し

国

◇退職手当の状況 （平成 20年 4月1日現在）

支給率
勤続 20年
勤続 25年
勤続 35年
最高限度額

その他の加算措置

自己都合
23.5 月分
33.5 月分
47.5月分
59.28月分

勧奨・定年
30.55月分
41.34月分
59.28月分
59.28月分

8,194 千円 26,768 千円

退職時特別昇給

１人当たり平均支給額

定年前早期退職特例措置（2～20％加算）
な　し

自己都合
23.5 月分
33.5 月分
47.5月分
59.28月分

勧奨・定年
30.55月分
41.34月分
59.28月分
59.28月分

－－

定年前早期退職特例措置（2～20％加算）

一般事務職【初級】
（障がい者）

お 知らせ
 します
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し
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。
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だ
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ま
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。

　

ま
た
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、
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し
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、
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ま
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思
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の
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加
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配
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配
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使
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あ
い
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」
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常
に
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と
と
も
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、
何
よ
り
元
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持
っ
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自
分
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に
励

ん
で
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し
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と
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え
て
お
り
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す
。

　

そ
れ
は
、
自
分
た
ち
の
ま

ち
や
市
民
の
み
な
さ
ま
を

元
気
に
す
る
た
め
に
は
、
ま

ず
職
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が
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な
く
て
は

な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
か

ら
で
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そ
し
て
、
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み
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ま
と
共
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、よ
り
一
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、海
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名
が
元
気
に
な
る
た
め
の
市

政
運
営
を
心
掛
け
て
ま
い
り

ま
す
。
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気
な
海
老
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を
目
指
し
て
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か
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　（20年4月1日現在）
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１級（主事補） ５級（副主幹）
２級（主事） ６級（課長・主幹）
３級（主任主事） ７級（部長・参事）
４級（主査）


